
常陸大宮市電子契約実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，常陸大宮市が電子契約サービスを利用し締結する電子契

約に関して，必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。

（１） 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示

を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵（電子署名に係る暗号化及び

復号に用いる情報であって，当該事業者のみが知り得るものをいう。）

による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

（２） サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

（３） 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第

１０２号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。

（４） 電子契約 電子契約サービスを利用して契約を締結するこという。

（５） 電子契約書 電子契約サービスを利用して作成する契約書をいう。

（６） タイムスタンプ サービス提供事業者が電子署名を付与する際に利

用する電子的な時刻証明をいう。

（７） 担当者 契約相手方に電子契約書を送信する等，電子契約サービス

を利用した契約手続きの実務を主に行う者をいう。

（電子契約の対象）

第３条 電子契約の対象とする契約は，一般競争入札又は指名競争入札に付し

た建設工事又は建設コンサルタント業務に係る契約とし，当該契約相手方が

電子契約の利用を希望する場合に，電子契約を締結するものとする。

（電子契約の運用管理者）

第４条 電子契約サービスの運用及び管理のため，電子契約サービス運用管理

者（以下「運用管理者」という。）を置き，財政課長をもってこれに充てる。

２ 運用管理者は，次に掲げる業務を行うものとする。

（１） 電子契約サービスの適正な運用及び管理に関すること。

（２） 電子契約サービスの各発注主管部署への指導及び助言に関すること。



（３） その他電子契約サービスの適正な運用及び管理を図るために必要な

事項

（利用の申出）

第５条 契約相手方は，電子契約の締結を希望するときは，電子契約利用申出

書（様式第１号）により利用を申し出なければならない。

（契約の締結）

第６条 電子契約は，市長が電子契約サービスにアップロードした契約書に市

長及び契約の相手方の電子署名及びタイムスタンプが付与されたときに確定

するものとする。

（契約内容の訂正）

第７条 市長は，契約内容の訂正（誤字又は語句の修正等）が生じた場合は，

新たな契約書一式及び訂正事項等を記載した覚書（様式第２号）を電子契約

サービスにアップロードし，電子契約手続きを行う。この場合において，修

正前の電子契約書は，電子契約サービスにおける保存を継続する。

（変更契約）

第８条 電子契約を締結した契約について契約内容に変更が生じた場合は，原

則として電子契約により変更契約を行う。この場合において，変更前の電子

契約書は，電子契約サービスにおける保存を継続する。

（契約の解除）

第９条 市長は，電子契約を締結した契約が解除となった場合は，その旨を電

子契約書の書類情報に記録する。この場合において，解除前の電子契約書は，

電子契約サービスにおける保存を継続する。

（電子契約書の正本）

第１０条 電子契約書の正本は，電子契約サービスに保存される電子契約書と

する。

（補則）

第１１条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。



附 則

（施行期日）

１ この訓令は，令和６年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による規定は，この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に，常陸大宮市財務規則（平成３年大宮町規則第２１号）第１１９条第

１項の規定による一般競争入札の公告又は同規則第１３１条第１項の規定に

よる指名競争入札の通知（以下「公告等」という。）により，新たに締結す

る契約について適用し，施行日前の公告又は通知により締結された契約につ

いては，なお従前の例による。



様式第１号（第５条関係）

電子契約利用申出書

常陸大宮市と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において，利用するメールアドレ

スは，次のとおりです。

【確認者 1】

【確認者２】※電子契約サービスにおいて，必要に応じて確認者を２名まで設定可能です。

常陸大宮市長 様

年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

【留意事項】

※１ 確認同意者とは，契約締結権限者又は契約締結権限者から委任された者をいいます。

※２ 本書は，押印不要です。電子メールにデータ添付の上，提出してください。

※３ 電子契約による契約は，紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。

※４ メールアドレスは，誤りのないよう，御確認ください。

※５ 日付は，作成日を記載してください。

※６ 建設工事請負契約においては，次の条件に基づき，建設業法第１９条第１項及び２項

の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについ

て相互に承諾するものとします。

なお，本承諾後であっても，電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する

旨の申出があった場合，申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付すること

とします。

①電磁的措置の種類

コンピュータ・ネットワーク利用の措置

②電磁的措置の内容，ファイルへの記録の方式

電子契約サービスを通じて，送信者がＰＤＦファイル形式の書類をアップロードし，

契約当事者が同意することにより，電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用

した電子署名を付加し，電子メール，サーバー上からダウンロード等により記録する

方法等

確認同意者 役職 氏名

メールアドレス

担当者 役職 氏名

メールアドレス



様式第２号（第７条関係）

覚 書

発注者（委託者） 常陸大宮市長 と 請負人（受注者） は，

年 月 日付けで締結した 契約

に関して，下記のとおり内容の訂正があったことを確認し，訂正に合意したので，

両者の合意内容を明らかにするため，本覚書と訂正後の契約書を電子契約サービス

に登録し，電子契約を締結する。

記

訂正事項

年 月 日

発注者 住 所

（委託者）

氏 名

請負人 住 所

（受注者）

氏 名


